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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器の中に、上流側の入口流路と、下流側の出口流路と、両流路の間に張設され且つ該
容器の内面に沿って流れ方向に滑動するスクリーンと、該スクリーンの上流側に異物排出
口とを備え、該スクリーンが、駆動軸を介した駆動装置によって、上流向き方向には緩や
かに、下流向き方向には急速に駆動される濾過装置において、
該入口流路には下流向きの流れのみを許し逆流を許さない入口逆止弁が設けられ、該出口
流路には出口開閉弁が設けられ、該スクリーンと該異物排出口の間には該スクリーンと連
動して該容器の内面に沿って滑動する隔板が設けられて、該隔板と該異物排出口との間に
異物滞留室が形成され、該隔板上には該スクリーンから該異物滞留室に向かう流れのみを
許し逆流を許さない異物逆止弁が設けられ、該異物滞留室と該入口逆止弁の上流側とが連
通路によって連通されたことを特徴とする濾過装置。
【請求項２】
　前記連通路中に補助スクリーンが介設されたことを特徴とする、請求項１に記載の濾過
装置。
【請求項３】
　前記出口開閉弁が、前記駆動軸の上流向き方向の作動行程の最初の一部区間において前
記駆動軸と連動作動して弁閉鎖し、又、前記駆動軸の下流向き方向の作動行程の終末の一
部区間において前記駆動軸と連動作動して開弁し、それら以外の区間においては前記駆動
軸の作動と干渉しない構造に構成されたことを特徴とする、請求項１又は２に記載の濾過
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装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、流体の取入れ口や流体を移送する管路内に設置されて、その流体中に含まれる
塵埃や分離すべき異物を除去する濾過装置に関し、特に濾過スクリーンの目詰まりを合理
的に排除する機能を備えた濾過装置に関する。
なお、本明細書において、「流体」の語は液体及び気体を総称的に代表するものとする。
又、「異物」の語は、各種の塵埃や分離すべき異物、例えば流体が液体の場合においては
砂礫、草藻、スラリー、粒体、物質片等、流体が気体の場合においては、各種の埃、粒体
、物質片等、を総称的に代表するものとする。
【０００２】
【従来の技術】
従来、一般的な濾過装置として、例えば金網、多孔板、スリット板等からなるスクリーン
を張設する方式、サイクロン方式、遠心分離方式等のものが広く使用されてきている。
これら一般的な濾過装置の最大の課題は、スクリーン部分に堆積した異物の排出方法即ち
目詰まりへの対処方法であり、篩い落とし方式、掻き取り方式、逆洗方式など各種の提案
が行われてきているが、いずれも、その排出手段が大掛かりな装置となったり、製作コス
ト高となったりしており、又、いずれの方法でも完璧な目詰まり対策には程遠い等の技術
的問題点があった。
【０００３】
この問題に一つの明快な解決案を提示したのが国際公開ＷＯ９７／０５９３９（国際出願
ＰＣＴ／ＪＰ９６／０１７２４「自噴洗浄による濾過装置」）の発明である。（以下、こ
の発明を「原発明」と呼称する。）
原発明の濾過装置の構造は、図７に例示したように、入口流路ａと出口流路ｄとを備えた
容器１の中に、その内面に沿って流れ方向に滑動するスクリーン１１が設けられ、スクリ
ーン１１と入口流路ａとの間には異物排出口１５が設けられ、出口流路ｄには出口開閉弁
１４が設けられ、そしてスクリーン１１は駆動軸４を介して駆動装置３に連結されている
。その駆動装置３は、駆動軸４を上流向き方向（図の下方向）に押しつけて駆動するカム
５と、駆動軸４を下流向き方向（図の上方向）に付勢する付勢力部材６との作用によって
、スクリーン１１を、上流向き方向には緩やかに、下流向き方向には急速に駆動するよう
になっている。
【０００４】
スクリーン１１に堆積した異物を排出するためには、まず出口開閉弁１４を閉じてスクリ
ーン下流側流路を遮断し、次に駆動装置３を作動させると、スクリーン１１が上流向き方
向に緩やかに移動するときは、流体はスクリーン１１を徐々に透過して、スクリーン１１
と出口開閉弁１４とに挟まれた袋室状区画を満たして行き、その後一転してスクリーン１
１が下流向き方向に急速に移動するときは、該袋室状区画を満たしていた流体が一挙にス
クリーン１１の下流側から上流側に噴出し、その自噴の勢いでスクリーン１１の上流側の
面に堆積していた異物を剥離させる。その後、異物排出口１５を開き、入口開閉弁２３を
操作して排出の勢いを調節しながら剥離異物を異物排出口１５から取り出すというもので
ある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
原発明の濾過装置は、スクリーン下流側の流体を閉じ込めた区画の容積を変化させること
による流体の自噴の勢いで、スクリーン上に堆積していた異物をスクリーンから剥離させ
るので、従来の一般的な濾過装置に比べてより高い異物剥離能力を有する優れた濾過装置
であるが、しかし、依然として未解決の課題が残っている。それは、異物剥離後直ちに濾
過行程を再開すると、折角剥離させていた異物の一部、特に軽い異物が舞い上がって再び
スクリーンに吸着する可能性が大きいことであり、それを完全に防ごうとすれば、異物剥
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離操作のたびに異物を異物排出口から排出しておかなければならないという操作上の制約
が生じることとなる。
【０００６】
そこで本発明は、原発明に依然として残された課題を、簡潔な構成によって解決し、設計
・製作が容易で、手動操作でもアクチュエーターによる自動操作でも、目詰まりした異物
を容易に剥離できるのみならず、一旦剥離させた異物がスクリーンに再吸着することをも
防止し、又、その排出操作をより自由度高く容易にした、高性能且つ便利な濾過装置を得
ることを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するため、本発明に係る濾過装置は、容器の中に、上流側の入口流路と、
下流側の出口流路と、両流路の間に張設され且つ該容器の内面に沿って流れ方向に滑動す
るスクリーンと、該スクリーンの上流側に異物排出口とを備え、該スクリーンが、駆動軸
を介した駆動装置によって、上流向き方向には緩やかに、下流向き方向には急速に駆動さ
れる濾過装置において、該入口流路には下流向きの流れのみを許し逆流を許さない入口逆
止弁が設けられ、該出口流路には出口開閉弁が設けられ、該スクリーンと該異物排出口の
間には該スクリーンと連動して該容器の内面に沿って滑動する隔板が設けられて、該隔板
と該異物排出口との間に異物滞留室が形成され、該隔板上には該スクリーンから該異物滞
留室に向かう流れのみを許し逆流を許さない異物逆止弁が設けられ、該異物滞留室と該入
口逆止弁の上流側とが連通路によって連通されたことを主な特徴としている。
【０００８】
この発明の装置において、スクリーンに堆積した異物を剥離させるために、まず出口開閉
弁を閉じてスクリーン下流側流路を遮断し、駆動装置を作動させると、スクリーンが上流
向き方向に緩やかに移動するときは、流体はスクリーンを徐々に透過して、スクリーンと
出口開閉弁とに挟まれた袋室状区画を満たして行き、その後一転してスクリーンが下流向
き方向に急速に移動するときは、出口開閉弁が閉じているために、該袋室状区画を満たし
ていた流体が一挙にスクリーンの下流側から上流側に噴出し、その自噴の勢いでスクリー
ンの上流側の面に堆積していた異物を剥離させる。
【０００９】
一方、スクリーンと連動して駆動されている隔板の周辺の流体の動きを見ると、隔板が上
流向き方向に緩やかに移動するときは、隔板上の異物逆止弁は閉じた状態であり、従って
、隔板の前面側即ち異物滞留室内の流体は、隔板に押され徐々に連通路を経て入口流路に
流出して行き、隔板の背面側即ちスクリーン側には入口流路の流体が入口逆止弁を押し開
けて徐々に流入して来る。隔板が停止したときに入口逆止弁は閉じ、そしてその後一転し
て隔板が下流向き方向に急速に移動するときは、出口開閉弁も入口逆止弁も閉じているた
めに、スクリーン上流側の剥離異物を含む流体が一挙に隔板上の異物逆止弁を押し開けて
異物滞留室内に流入する。この一連の作動によって、スクリーン上流側の剥離異物は、ス
クリーンに再吸着することなく、逐次に確実に異物滞留室内に送り込まれて蓄積され、所
望の時期に異物排出口から取り出すことができる。
【００１０】
　本発明においては、前記連通路中に補助スクリーンが介設されてもよい。
【００１１】
　又、前記出口開閉弁が、前記駆動軸の上流向き方向の作動行程の最初の一部区間におい
て前記駆動軸と連動作動して弁閉鎖し、又、前記駆動軸の下流向き方向の作動行程の終末
の一部区間において前記駆動軸と連動作動して開弁し、それら以外の区間においては前記
駆動軸の作動と干渉しない構造に構成されてもよい。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、各図にわたって共通の部分には同じ符号を付すものとし、本発明の各実施例につい
て詳細を説明する。
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図１は、本発明の第１実施例を示したもので、異物剥離の方法については原発明の技術的
思想に依拠したものを例示してある。即ち、入口流路ａと、出口開閉弁１４を備えた出口
流路ｄと、異物排出口１５とが設けられた容器本体１ａには、容器蓋１ｂが被せられ、容
器１を形成している。該容器１内には、一方が入口流路ａ及び異物排出口１５に対して開
口し、他方が出口流路ｄに対して開口した直立円筒状の隔壁部材２が嵌め込まれ、その内
面に沿って流れ方向（図の上下方向）に滑動するスクリーン１１が設けられている。スク
リーン１１は、その中心部において駆動軸４に装着され、駆動軸４は軸受１０に支持され
、容器蓋１ｂをシール部材１０ｓを介して密封的に貫通して駆動装置３に連結されている
。
【００１３】
駆動装置３は、スクリーン１１を、上流向き方向（図の下方向）には緩やかに駆動し、下
流向き方向（図の上方向）には急速に戻し駆動する機構となっており、図示例においては
、駆動軸４上の付勢力受け部４ａと容器１との間に装着されて駆動軸４を常に下流向き方
向に付勢する付勢力部材６（例えばコイルばね）と、駆動軸４と連接するカム５とから構
成され、そのカム５の形状は、一つの代表例としてカタツムリ状の形状のものが採用され
ている。そして、手動ハンドル５ａの回動に伴って回転（図中では時計回り方向に回転）
するカム５が駆動軸４を、付勢力部材６による下流向き方向の付勢力を上回る力で徐々に
上流向き方向に押して行き、そのカム５の最大径から最小径に断層的に変化する瞬間に、
駆動軸４が急激に下流向き方向に作動するのを許す仕組みとなっている。なお、カム５と
接触する駆動軸４の端部には摺動摩擦を軽減するためのローラー等を装着しておくのが望
ましい。
【００１４】
更に本発明においては、入口流路ａには下流向きの流れのみを許し逆流を許さない入口逆
止弁１３が設けられ、又、スクリーン１１と異物排出口１５の間には、容器１の内面に沿
って滑動する隔板１６が設けられている。隔板１６は、その中心部において駆動軸４に装
着され、スクリーン１１と一体的に連動して進退作動するようになっており、この隔板１
６と異物排出口１５との間に異物滞留室ｆが形成されている。隔板１６には異物通過孔１
６ａが設けられ、更にはその異物通過孔１６ａを開閉してスクリーン１１上流側から異物
滞留室ｆに向かう流れのみを許し逆流を許さない異物逆止弁１６ｂが設けられている。異
物逆止弁１６ｂは常時閉鎖方向に付勢されており、本実施例においては、その弁体自身に
弾性体部材（例えばゴム板）を用いることによって簡便に閉鎖方向に付勢されたものが例
示されている。そして、異物滞留室ｆは入口逆止弁１３の上流側の入口流路ａに連通路１
７によって連通されており、その連通路１７中には小型の補助スクリーン１８が介設され
ている。
【００１５】
上記構成の濾過装置の作動の態様は以下の通りである。
本装置の通常の濾過行程においては、出口開閉弁１４は開けられており、従って流体は、
入口流路ａから入口逆止弁１３を押し開いて流入し、スクリーン前流路ｂ→スクリーン１
１→スクリーン後流路ｃ→出口開閉弁１４を経て出口流路ｄに流れ、異物はスクリーン１
１の上流側の面に堆積して行く。
この異物を排出する必要が生じたときには、まず、出口開閉弁１４を閉じてスクリーン１
１の下流側の流路を遮断する。これによって、スクリーンという緩やかな密封性を持つ壁
と出口開閉弁という厳密な密封性を持つ壁とに挟まれた流体の袋室状区画が生まれること
となる。
【００１６】
次に駆動装置３を作動させると、スクリーン１１は上流向き方向（図の下方向）には緩や
かに、下流向き方向（図の上方向）には急速に移動する。これにつれて起こる流体の動き
を観察すると、スクリーン１１が上流向き方向に緩やかに移動するときは、流体は、スク
リーン１１の上流側と下流側の区画の容積差を埋めるように、スクリーン１１上流側から
下流側に徐々に透過して該袋室状区画を満たして行き、その後一転してスクリーン１１が
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下流向き方向に急速に移動するときは、該袋室状区画を満たしていた流体は、出口開閉弁
１４が閉じていて他に逃げ場がないために、一挙にスクリーン１１の下流側から上流側に
噴出し、その自噴の勢いでスクリーン１１の上流側の面に堆積していた異物をスクリーン
１１から噴き飛ばし剥離させる。このスクリーン１１の駆動は適宜に繰り返してよい。
【００１７】
一方、スクリーン１１と連動して駆動されている隔板１６の周辺の流体の動きを観察する
と、隔板１６が上流向き方向（図の下方向）に緩やかに移動するときは、隔板１６上の異
物逆止弁１６ｂは閉じた状態であり、従って、隔板１６の前面側即ち異物滞留室ｆ内の流
体は、隔板１６に徐々に押され、補助スクリーン１８によって濾過されつつ連通路１７を
経て入口流路ａに流出して行き、補助スクリーン１８によって捕捉された異物は異物滞留
室ｆ内に留まり続ける。又、隔板１６の背面側即ちスクリーン１１側においては、隔板１
６が押しのけた容積を埋めるように、入口流路ａの流体が入口逆止弁１３を押し開けて徐
々に流入して来る。そして、隔板１６の進出が停止したときに入口逆止弁１３が閉じる。
その後一転して隔板１６が下流向き方向（図の上方向）に急速に移動するときは、スクリ
ーン１１上流側の剥離異物を含む流体は、出口開閉弁１４も入口逆止弁１３も閉じていて
他に逃げ場がないために、一挙に隔板１６上の異物逆止弁１６ｂを押し開けて異物滞留室
ｆ内に流入する。この隔板１６の駆動が適宜に繰り返されることによって、スクリーン１
１上流側の剥離異物は、スクリーン１１に再吸着することなく、その周辺の流体と共に逐
次に確実に異物滞留室ｆ内に送り込まれ、その内の流体分は連通路１７を経由して入口流
路ａに還流し、補助スクリーン１８に阻まれた異物のみが異物滞留室ｆ内に蓄積して行く
。
【００１８】
この異物滞留室ｆ内に収集・蓄積された異物は、駆動装置３の作動の時期とは無関係に、
使用者の所望する適宜の時期に異物排出口１５を開けて排出することができる。この排出
時に、出口開閉弁１４を絞っておけば異物排出口１５からの排出圧力を高くでき、出口開
閉弁１４を開いておけば異物排出口１５からの排出圧力を低く抑えることができることは
言うまでもない。
異物の排出が終了した後は、再び異物排出口１５を閉じておけばよく、又、この異物の排
出操作をするしないに拘わらず、出口開閉弁１４を開けておくことによって、本装置は濾
過行程を継続する。
【００１９】
補助スクリーン１８については、異物滞留室ｆ内の流体が隔板１６に押されて補助スクリ
ーン１８を通過する速度は極めて緩やかであるため、異物が網目に深く食い込むような強
い目詰まりを起こす可能性は極めて低い上、異物排出口１５を開けたときには、入口流路
ａの流体の一部が連通路１７→異物滞留室ｆ→異物排出口１５の方向に流れ、補助スクリ
ーン１８が自動的に逆洗されるので、補助スクリーン１８の清掃を行なう必要はほとんど
無い。勿論、この補助スクリーン１８を清掃・交換しやすいように形成すれば更に好まし
い。なお、対象となる異物が比重の重いものである場合には、必然的に異物滞留室ｆの底
部に沈殿しがちとなるので、あえて連通路１７中に濾過用の補助スクリーン１８を介設し
なくてもよいが、より完璧な性能をめざす適用例として補助スクリーン１８を介設したも
のを図示したものである。
【００２０】
図２は、本発明の第２実施例を示したものであり、第１実施例の駆動装置３において駆動
軸４を下流向き方向に付勢するために設けていた付勢力部材６を取り去って、ピストン・
シリンダー機構７；８に置き換えたものである。即ち、駆動装置３の構成は、駆動軸４と
連接するカム５と、駆動軸４に装着されたピストン７及びそのピストン７をシール部材７
ｓを介して密封的に収容するシリンダー８とから成っている。シリンダー８内を滑動する
ピストン７を挟んで対峙する２つの室のうち、駆動軸４を下流向き方向に押す側の圧力室
８ｍは連通路９によって入口流路ａに連通され、反対側の室８ｎは大気に連通されている
。この構成によって、圧力室８ｍの圧力（即ち入口流路ａの圧力）が室８ｎの圧力（即ち
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大気圧）に打ち勝って常に駆動軸４を下流向き方向に付勢しており、第１実施例における
付勢力部材６と同じ働きをしていることとなる。なお、室８ｎは、図示例では大気に連通
されているが、付勢効果を高めるために、大気の代わりに負圧に連通してもよい。
その他の構成及び作用は第１実施例のものと同様であるので詳説は省略する。
【００２１】
図３は、本発明の第３実施例を示したものであり、第１実施例のもののスクリーン１１と
隔板１６とを一体的に形成し、流路も整理して、よりコンパクトな構成としたものである
。又、駆動装置３については、急速戻し機構の一例として、カムと同様の働きをするラチ
ェット５をレバー５ｂにて操作する方法を例示した。即ち、図中の実線の位置にあるレバ
ー５ｂを図の時計回り方向に回動操作すると、そのレバー５ｂの一端が駆動軸４上に緩着
された爪状のラチェット５と係合して、駆動軸４を上流向き方向（図の下方向）に緩やか
に駆動し、所定の区間を過ぎるとその係合がはずれて、付勢力部材６が駆動軸４を下流向
き方向（図の上方向）に急速に戻し駆動する。そして、その後レバー５ｂを反時計回り方
向に回動操作することによって、レバー５ｂの一端が駆動軸４上のラチェット５を乗り越
え、再び係合が可能なようになっている。ラチェット５と係合するレバー５ｂの端部には
摺動摩擦を軽減するためのローラー等を装着しておくのが望ましい。なお、１０ｍは、ラ
チェット５の係合を安定的に行なわせるための駆動軸４の回り止めである。
その他の構成及び作用は第１実施例のものと同様であるので詳説は省略する。
【００２２】
図４は、本発明の第４実施例を示したものであり、第３実施例のものの出口開閉弁１４の
作動を駆動軸４の作動とリンクさせて、別途に出口開閉弁１４を開閉する手間を省き、更
にコンパクトな装置としたものである。
即ち、出口開閉弁１４が、駆動軸４の上流向き方向の作動行程の最初の一部区間において
駆動軸４と連動作動して弁閉鎖し、又、駆動軸４の下流向き方向の作動行程の終末の一部
区間において駆動軸４と連動作動して開弁し、それら以外の区間においては駆動軸４の作
動と干渉しない構造に構成されている。
【００２３】
具体的には、出口開閉弁１４の弁座１４ｂが容器１内に駆動軸４と同心に設けられ、その
弁座１４ｂを開閉する弁体１４ａが弁座１４ｂの下流側に設けられている。弁体１４ａは
、その周辺部がシール部材１４ｓを介して容器１に滑動自在に嵌装されて容器１との間に
袋室ｇを形成すると共に、その中心部が駆動軸４に滑動自在に嵌装され、その運動範囲は
、駆動軸４の運動範囲よりは小さくなるように駆動軸４上のストッパー４ｂによって規制
されるものとする。又、弁体１４ａの開閉に要する力を軽減するために、その弁体１４ａ
の前面（上流側）と背面（袋室ｇ）の圧力を常に等圧にする連通孔１４ｃが適宜に穿設さ
れている。
駆動軸４を下流向き方向に付勢する付勢力部材６は、付勢力受け部４ａと容器１との間に
設けられる代わりに、付勢力受け部４ａと弁体１４ａとの間に設けられる。即ち、付勢力
部材６は、駆動軸４を下流向き方向に付勢すると同時に、弁体１４ａを上流向き方向に且
つストッパー４ｂに突き当たるまで付勢していることとなる。又、駆動軸４は付勢力部材
６よりも力の弱い付勢力部材１４ｆによって下流向き方向に付勢されている。
【００２４】
この第４実施例ものにおいて、駆動装置３を作動させるために、図中の実線の位置にある
レバー５ｂを図の時計回り方向に回動操作すると、駆動軸４が上流向き方向に移動するに
つれて、付勢力部材６によってストッパー４ｂに突き当てられている出口開閉弁弁体１４
ａも上流向き方向に移動し、やがて弁座１４ｂに当接して弁閉鎖する。弁体１４ａの動き
はここで停止するが、駆動軸４は（及びそれに固着されたストッパー４ｂもスクリーン１
１も隔板１６も）更に上流向き方向に移動を続け、付勢力部材６及び付勢力部材１４ｆの
付勢力が圧縮蓄積されて行く。
【００２５】
次に、駆動装置３のラチェット５の係合がはずれた瞬間に駆動軸４は付勢力部材６及び付



(7) JP 4220074 B2 2009.2.4

10

20

30

40

50

勢力部材１４ｆの力によって下流向き方向に急速に戻し駆動される。この瞬間、出口開閉
弁弁体１４ａは付勢力部材６の力によって弁座１４ｂに強く押し付けられ、出口開閉弁１
４を強固に閉じた状態を維持するので、前記の第１～第３実施例と同じく強力な自噴によ
る異物剥離と異物集積を行わせることができる。そして、駆動軸４が下流向き方向に移動
し続けると、やがてストッパー４ｂが弁体１４ａに突き当たる。この時点から、付勢力部
材６の付勢力は付勢力受け部４ａとストッパー４ｂの間に閉じ込められて外部に作用力を
及ぼさなくなるが、残る付勢力部材１４ｆの付勢力によって駆動軸４は下流向き方向に移
動を続け、ストッパー４ｂが弁体１４ａを押し開き、出口開閉弁１４は開弁状態に復帰す
る。その後レバー５ｂを反時計回り方向に回動操作し、ラチェット５を再び係合させて駆
動装置３を繰り返し作動させればよい。
【００２６】
上記の仕組みによって、この第４実施例のものは、スクリーン１１と隔板１６とを下流向
き方向に急速に戻し駆動するときにそれらの下流側の流体の逃げ場を塞ぐことによって強
力な異物剥離・集積を行わせるという、出口開閉弁１４の本来の目的を十分に達すること
ができる上、出口開閉弁１４を閉鎖する期間が、真に必要とされる期間即ち駆動軸４を下
流向き方向に急速に戻し駆動する瞬間のみに限定されるので、濾過の流れを無用に塞き止
めることもなく、しかも出口開閉弁１４の操作力源が駆動装置３の力源を流用するもので
あるため、経済的で操作も簡単になるという、多くの利点を有する。勿論、この出口開閉
弁１４を、前記の第１～第３実施例と同じ位置に配置したままで駆動装置３と機械的、電
気的にリンクさせても本実施例と同じ作用は得られる訳であるが、本実施例においては、
最も無駄のないコンパクトな設計例として、出口開閉弁１４を駆動軸４周辺に配置したも
のを図示した。
【００２７】
なお、この第４実施例においては、隔板１６に付設される異物逆止弁１６ｂについて、第
１～第３実施例のような弾性体部材を使用する代わりに、付勢力部材１６ｆによって閉鎖
方向に付勢されたスイング式の逆止弁を適宜個数設けてもよいことも例示されている。
その他の構成及び作用は第３実施例のものと同様であるので詳説は省略する。
【００２８】
図５は、本発明の第５実施例を示したものであり、第４実施例のものの駆動装置３をレバ
ーを往復操作する形式からハンドル５ａを連続回動操作する形式に置き換えたものである
。特にラチェット５との係合（ローラー）部を回転板上に複数個設けて、ハンドル回動中
の遊び区間を減らしたものが例示されている。又、隔板１６に付設される異物逆止弁１６
ｂについて、第４実施例のようなスイング式の逆止弁を使用する代わりに、付勢力部材１
６ｆによって閉鎖方向に付勢されたリフト式の逆止弁を設けてもよいことも例示されてい
る。
その他の構成及び作用は第４実施例のものと同様であるので詳説は省略する。
【００２９】
さて、本発明の装置において外部より操作する部分（駆動装置３、出口開閉弁１４、異物
排出口１５）には適宜にアクチュエーターを付設して自動化することが可能であり、更に
は、それらのアクチュエーターの作動手順を自動シークエンス制御して、目詰まり異物の
剥離・集積、濾過行程への復帰、異物の排出を無人運転化することも可能である。
【００３０】
そこで、図６は、その無人運転化を計った第６実施例を示したものである。即ち、スクリ
ーン１１への異物の堆積に伴う流動抵抗の増加によってスクリーン１１の前後の差圧が所
定値になったのを検出する差圧検出装置２０を設けるか、又は、図示は省略するが、その
差圧によってスクリーン１１の位置が変化するのを検出する位置検出装置を設け（いずれ
の検出装置も周知のもので充分であるから、その詳説は省略する）、更にはシークエンス
制御機能を付加して、駆動装置３のアクチュエーター３ｄ、異物排出口１５のアクチュエ
ーター１５ｄを逐次に作動させ、自動シークエンス制御する構成を例示している。
その自動シークエンスは、例えば、スクリーン１１に異物が堆積することによって発生し
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たスクリーン１１の前後差圧の検出信号に基づいて、駆動装置３が起動され、異物の剥離
・集積が行われ、その後濾過行程に復帰し、又、別途所定のタイミングで異物排出口１５
が開いて、集積異物を排出するなど、施設現場の使用条件に応じて適宜に設定可能である
。なお、出口開閉弁１４が駆動装置３とは独立して設けられている第１～第３実施例にお
いては、出口開閉弁１４にもアクチュエーターを付設して自動シークエンス制御に含めれ
ばよい。
【００３１】
この第６実施例には、隔板１６に付設される異物逆止弁１６ｂがリフト式の逆止弁である
場合に、その閉鎖方向への付勢力部材１６ｆの一端を容器１に受け止めさせることによっ
て、第５実施例においては必要であった付勢力部材１４ｆが省略できることも例示した。
又、この第６実施例には、異物掻き取り部材１９の一実施例も図示してある。即ち、容器
１には、スクリーン１１の作動の妨げにならない箇所に掻き取り部材１９が装着され、ス
クリーン１１の表面に摺接するようになっている。この掻き取り部材１９については、掻
き取りたい異物の性質によって、或いはスクリーン１１の性状によって（網目か多孔板か
スリット板か等によって）、板片状、爪状、刷毛状など各種の形態が考えられる。この掻
き取り部材１９の構造については、上記の他にも、流体圧力等を利用して動き回るように
形成したり、ポンプ等によるスプレーを併用したりするなどしてもよい。補助スクリーン
１８に対しても、掻き取り部材を付設してもよいことは勿論である。
なお、袋室ｇに外部と連通するための開閉弁２１を設けてもよいことも例示されている。
この通常は閉じている開閉弁２１を開くことによって、本装置中に溜まった気体を抜くこ
とができるほか、万一出口開閉弁１４がスケールの付着等によって開きにくくなった場合
に、この開閉弁２１を開いて袋室ｇを大気解放させれば、出口開閉弁１４の前後差圧によ
って強制的に開弁させることができる。
その他の構成及び作用は第５実施例のものと同様であるので詳説は省略する。
【００３２】
以上説明した通り、本発明の濾過装置は、画期的な作用効果を生み出すが、さらに、本発
明の要旨に添い、種々構造的変化を加えたり従来技術を援用して、実施上の要請に応える
ことが可能である。
例えば、出口開閉弁１４については、便宜上、図１～図２にはバタフライ弁形式のもの、
図４～図６にはリフト弁形式のものを図示してあるが、これらは開閉弁としての機能を有
するものであれば形式を問わず、例えばゲート弁、グローブ弁、ボール弁など適宜に選択
してよいことは勿論である。異物排出口１５についても、同様に各種の形式の弁が適用で
きる。更に入口逆止弁１３についても、図１～図６に示したスイング式のもののほか、リ
フト式など適宜に選択してよい。付勢力部材６については、図１及び図３～図６のような
ばね等の弾性部材を用いる方法の他にも、例えば、重錘にリンクしたり、更に倍力機構を
付加したり、気圧、液圧装置等の適用が容易にできることは勿論である。
【００３３】
スクリーンについては、図３～図６のように一重でもよいが、多重に配設することも勿論
可能であり、図１～図２においては、スクリーン１１の上流側に、より粗目のスクリーン
１２を配設した例を図示している。前述の自噴作用によってスクリーン１１から剥離され
た異物は、重力等によってそのまま粗目スクリーン１２を通過し、自噴作用の影響によっ
て粗目スクリーン１２から剥離された粗目の異物と共に、異物滞留室ｆに送り込まれる。
この粗目スクリーン１２の取付けは、図１～図２のように容器１の内部に固定的に取付け
てもよいが、スクリーン１１と同様に駆動軸４に装着して可動にしてもよい。
スクリーン１１；１２の材質については、金属、合成樹脂、合成繊維その他各種の素材が
適用可能である。又、若干の弾性を持った素材であれば、自噴の作動中に網目が若干拡大
し、間に挟まっていた異物が剥離しやすくなるので望ましいが、弾性に欠ける材質でも適
用可能であり、スクリーンとしての必要強度との兼ね合いを考慮しながら選択すればよい
。補助スクリーン１８についても、同様に適宜の材質が選択可能である。
【００３４】
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本濾過装置の設置方向については、各図においては駆動軸４を縦方向に配置したものを例
示したが、これに限ることなく、横方向のほか適宜の方向に設置してよい。
容器１の流路形状については、入口流路ａからの流入路を容器１の内壁に対して接線方向
に設けて、入口流路ａから流体をサイクロン状に流入させてもよい。なお、隔壁部材２に
ついては、容器本体１ａの材質によっては容器本体１ａと一体で形成してもよい。
【００３５】
異物排出口１５からの異物の排出方法については、もし上方に押し上げて排出する必要が
ある場合は、周知の機械的給送（バケットやコンベアーによる方法）やポンプ給送などの
方法の他にも、本濾過装置の入口流路ａの水量と圧力をそのまま利用して給送する方法も
ある。その場合、異物をどの程度の高さまで押し上げられるかは、入口流路ａの水量や圧
力等の管路条件によって決まってくるが、その管路条件によっては、例えば本濾過装置本
体を地下のピット内に設置し、この異物排出口１５からの排出管路を地表に持ち上げて置
くなどの設置方法も可能となる。逆に水量や圧力が過大の場合は、本濾過装置の上流側に
開閉弁を追加設置し、その開度を調節して異物の吐出の勢いを適度に抑制してもよい。
その他、各部材の位置関係等、本発明の趣旨の範囲内で種々設計変更が可能であり、本発
明は前記の各実施例に限定されるものではない。
【００３６】
【発明の効果】
本発明は、以上のように、従来の濾過装置における目詰まりの剥離・排出処理の技術的問
題を抜本的に解決し、設計・製作が容易で、手動操作でもアクチュエーターによる自動操
作でも、目詰まりした異物を容易に剥離できるのみならず、一旦剥離させた異物を、スク
リーンに再吸着させることなく、収集蓄積して、その排出操作をより自由度高く容易にし
た、高性能且つ便利な濾過装置を得たものであり、維持管理においても優れた成果をあげ
ることができ、実施効果の顕著さは従来技術と比較して極めて大きいものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例の縦断面図であり、スクリーンが下流向き方向に移動し終わ
った状態を示す。
【図２】本発明の第２実施例の縦断面図であり、スクリーンが下流向き方向に移動し終わ
った状態を示す。
【図３】本発明の第３実施例の縦断面図であり、スクリーンが下流向き方向に移動し終わ
った状態を示す。
【図４】本発明の第４実施例の縦断面図であり、スクリーンが下流向き方向に移動し終わ
った状態を示す。
【図５】本発明の第５実施例の縦断面図であり、スクリーンが下流向き方向に移動し終わ
った状態を示す。
【図６】本発明の第６実施例の縦断面図であり、スクリーンが下流向き方向に移動し終わ
った状態を示す。
【図７】従来技術例を示す縦断面図である。
【符号の説明】
１…容器　　１ａ…容器本体　　１ｂ…容器蓋　　２…隔壁部材
３…駆動装置　　３ｄ…アクチュエーター
４…駆動軸　　４ａ…付勢力受け部　　４ｂ…ストッパー
５…カム、ラチェット　　５ａ…ハンドル　　５ｂ…レバー
６…付勢力部材
７…ピストン　　７ｓ…シール部材
８…シリンダー　　８ｍ…圧力室　　８ｎ…室　　９…連通路
１０…軸受　　１０ｍ…回り止め　　１０ｓ…シール部材
１１…スクリーン　　１２…粗目スクリーン
１３…入口逆止弁
１４…出口開閉弁　　１４ａ…出口開閉弁弁体　　１４ｂ…出口開閉弁弁座
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１４ｃ…連通孔　　１４ｆ…付勢力部材　　１４ｓ…シール部材
１５…異物排出口　　１５ｄ…アクチュエーター
１６…隔板　　１６ａ…異物通過孔　　１６ｂ…異物逆止弁
１６ｆ…付勢力部材
１７…連通路　　１８…補助スクリーン　　１９…掻き取り部材
２０…検出・制御装置　　２１…開閉弁　　２３…入口開閉弁
ａ…入口流路　　ｂ…スクリーン前流路　　ｃ…スクリーン後流路
ｄ…出口流路　　ｆ…異物滞留室　　ｇ…袋室

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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